


1

目次
 新着情報

 経営相談窓口の開設

第１章 資金繰り支援
 資金繰り 支援内容一覧

【信用保証】
 SN保証4号・5号

【融資】
 SN貸付の要件緩和
 無利子・無担保融資

 マル経融資の金利引下げ

 衛生環境激変対策特別貸付

【その他】
 更なる支援
（危機対応業務/危機関連保証）

 金融機関等への配慮要請

第２章 設備投資・販路開拓支援

【生産性革命推進事業】
 ものづくり・商業・サービス補助
 持続化補助

 IT導入補助

第３章 経営環境の整備

【下請取引】
 下請取引配慮要請
 個人事業主・フリーランスとの

取引に関する配慮要請
 官公需における配慮要請

 下請Gメンによる実態把握

【雇用関連】
 雇用調整助成金の特例措置

 小学校の臨時休業に伴う

保護者の休暇取得支援

【テレワーク】
 テレワークに関する情報提供
 テレワーク導入にご活用

いただける支援策

【海外関連】
 現地進出企業・現地情報

及びジェトロ相談窓口

 輸出入手続きの緩和等について

・・・・４

・・・・５

・・・・６
・７、8

・・９

10

・・・・２

・・・・３
・・17 

・・18 

・・19

・・20

・・11 

・・12

・・13   
14

・・15

・・16

21、22 

・・23  

・・24

・・25

・・26 

・・27



2

新着情報

第１章 資金繰り支援
【支援内容一覧】
 資金繰り支援全般に関する相談窓口を設置（4ページ）
【融資】
 実質的な無利子・無担保融資（7～8ページ）
 マル経融資の金利引下げ（9ページ）

【その他】
 危機対応業務/危機関連保証を措置（11ページ）
 政府系・民間金融機関等へ再度、配慮要請を実施（12ページ）

3月10日に緊急対応策（第2弾）が公表され、資金繰り支援を中心に
支援策が拡充されました。新規で追加された内容は以下に掲載しており
ますのでご確認ください。

第３章 経営環境の整備

【下請取引】
 下請取引における納期等に関して、配慮を要請（17ページ）
 個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮を要請（18ページ）
 下請Gメンによる実態把握（20ページ）

第２章 設備投資・販路開拓支援
【生産性革命推進事業】（13～16ページ）
 公募開始時期が決定
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セーフティネット貸付の要件緩和大
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業
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セーフティネット貸付とは？
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上
の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、
かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支
援する融資制度。

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【融資限度額】
中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円
【貸付期間】
設備資金15年以内、運転資金8年以内
【据置期間】
3年以内
【金利】
基準金利：中小事業1.11%、国民事業1.91％
※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
2月14日（金）より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、
「売上高が5％以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後
の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。
詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方
は沖縄振興開発金融公庫まで。

【お問合せ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫（沖縄で事業を行っている方）
融資第二部中小企業融資第一班：098-941-1785
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【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況
悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上
減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、
次のいずれかと比較して5％以上減少している方
a 過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月～12月の売上高平均額

※個人事業主（フリーランス含み、小規模に限る）は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内（うち据置5年以内）
【融資限度額（別枠）】中小事業3億円、国民事業6000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利

中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％
（利下げ限度額：中小事業1億円、国民事業3000万円）
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律

新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受
け業況が悪化した事業者（フリーランスを含む）に対し、融資枠別
枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3
年間まで0.9％の金利引き下げを実施。

特別利子補給制度については、次のページをご確認下さい。

※新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度
を併用することで実質的な無利子化を実現

【お問合せ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫（沖縄で事業を行っている方）
融資第二部中小企業融資第一班：098-941-1785

※令和2年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由
で借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

無利子・無担保融資
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【お問合せ先】
中小企業金融相談窓口 03ｰ3501ｰ1544
※平日・休日9時00分～17時00分

特別利子補給制度

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」によ
り貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを
含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子
補給を行うことで資金繰り支援を実施。

【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業
者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主（フリーランス含み、小規模に限る）：要件なし
②小規模事業者（法人事業者） ：売上高▲15％減少
③中小企業者（上記➀➁を除く事業者）：売上高▲20％減少

※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】
・期間：借入後当初3年間
・補給対象上限：中小事業1億円、国民事業3000万円

※令和２年1月29日以降に、日本政策金融公庫等の「新型コロナ
ウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った方について、
上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が
固まり次第中企庁HP等で公表予定です。
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衛生環境激変対策特別貸付とは？
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な
業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の
経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活
事業の特別貸付制度。
【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資
金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を
営む方であって、次のいずれにも該当する方
①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して

10％以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
【資金の使いみち】運転資金
【融資限度額】別枠1,000万円（旅館業は別枠3,000万円）
【金利】
基準金利：1.91%
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方
については、基準金利－0.9％
※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

【貸付期間】運転資金７年以内（うち据置期間2年以内）

詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄
振興開発金融公庫まで。

【お問合せ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫（沖縄で事業を行っている方）
融資第二部生衛・創業融資班：098-941-1830
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者の資金繰りに重大
な支障が生じることがないよう、関係機関と連携し、政府系金融機
関等に対して計３回要請を行いました。
3月6日の要請では、大臣名で事業者の資金繰りに全力を挙げて最
大限のスピードで万全の対応を行うことなど、年度末の資金繰りに万
全を期すよう、改めて配慮を要請しております。

どんな配慮を要請しているの？
政府系金融機関等に以下の配慮を要請しております。
※繰り返し要請している内容は省略

【当面の貸付業務について（2月7日）】
①適時適切な貸出
②返済猶予等の既往債務の条件変更
③企業の実績に応じた十分な対応
④セーフティネット貸付の活用（日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に対して）

【年度末の繁忙期を控えて（2月28日）】
①迅速かつ積極的に対応
②個々の実情に応じた柔軟かつ積極的な対応
③顧客の理解と納得を得ることを目的とした十分な説明
【影響拡大を踏まえた資金繰り支援について（3月6日）】
①全力を挙げて最大限のスピードで万全の対応を行うこと
②赤字、債務超過等の形式でなく実情に最大限配慮すること

なお、民間金融機関に対しても、金融庁から、事業者への積極的な
支援（事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談、経営の継続に必
要な資金の供給、既存融資の条件変更等）を実施するよう、計3回
要請を行っております。

【お問合せ先】
中小企業金融相談窓口：03-3501-1544
金融庁相談ダイヤル 0120ｰ156811（フリーダイヤル）
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新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業に対し、
配慮を求める要請文を、業界団体等（約1,100団体）を通じて、親
事業者に発出。※2月14日、3月10日の2回要請を実施。

どんな配慮を要請しているの？

【取引上のしわ寄せ防止（2月14日）】
①サプライチェーンの毀損等を理由にして、通常支払われる対価より
低い下請代金の設定を行わないこと。
②適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委
託を行わないこと。
③下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、
できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよ
う配慮すること。

【納期や支払い等への一層の配慮（3月10日）】
①納期に遅れる可能性に留意し、納期に関し柔軟な対応を行うこと。
②原材料価格等の高騰及び短納期によるコスト増を踏まえ、適正な
コスト負担を行うこと。
③下請事業者の資金繰りが苦しい状況にあることを踏まえ、迅速な
支払いや前金払等の柔軟な支払いに努めること。
④発注の取消・変更を行う際には、仕掛品代金の支払いを行うなど
最大限の配慮を行うこと。

【お問合せ先】
下請かけこみ寺：0120-418-618 までご連絡下さい。

親事業者から、不当な発注等を受けた場合は、
どこに相談すればいいの？
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新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランス
と取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、
業界団体を通じて要請。

どんな配慮を要請しているの？
【取引上の適切な配慮】
①新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を
理由に、契約を変更する場合には、報酬額や支払期日等の新たな
取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止
法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと。
（適正な対応の例）
• 一方的に契約の変更を行うのではなく、変更の内容について、契
約の相手方である個人事業主・フリーランスの同意を得た。

• 契約の変更に際し、当該変更によって新たに個人事業主・フリーラ
ンスに発生する費用を報酬額に上乗せした。

• 契約の変更（一部解除）に際し、既に個人事業主・フリーランス
に発生している費用を負担した。

②個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開さ
せる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に
発注を行うこと。

③個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴
う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、
十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと。

【お問合せ先】
下請かけこみ寺：0120-418-618 までご連絡下さい。

親事業者から、不当な発注等を受けた場合は、
どこに相談すればいいの？
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官公需の発注にあたって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる中小企業・小規模事業者に対し、特段の配慮を行うよう、3月3
日に各府省等へ配慮要請を発出。

どんな配慮を要請しているの？

①柔軟な納期・工期の設定・変更及び迅速な支払
中小企業・小規模事業者との物件等の契約において、例えば翌年度
にわたる納期の変更など、年度末等の納期・工期について柔軟な対
応を行うとともに、支払時期については、発注に係る工事等の完了後
（前金払、中間前金払においてはその都度）、速やかに支払いを行
うよう努めること。

②適切な予定価格の見直し
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている需給の状況、
原材料費及び輸送費等の最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づ
き、適切に予定価格の見直しを行うこと。

③各府省等の官公需相談窓口における相談対応
各府省等の官公需相談窓口において、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けている中小企業・小規模事業者の相談に適切に対応す
ること。

【お問合せ先】 各府省等の官公需相談窓口
※問い合わせ先一覧については追って掲載させていただきます。
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全国で120名の下請Gメンが中小企業を訪問し、取引上のお困りごと
についてヒアリング。今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、
取引状況の変化やその影響など実態を把握し、政府の対策に活用。

どのように活用されるの？
例えば、ヒアリングを通じて、以下の様な声をいただいております。
こうしたお声を、政府の対策の検討に活用しています。
■放送コンテンツ産業
「３月に予定していたイベントが全て中止、売上の目途が立たない。」
■産業機械製造業
「中国からの部品供給の停滞により、代替製造の依頼がある。なかに
は短納期の仕事もある上に、残業代を下請代金に上乗せしても、利
益があがらない。」
■建設機械製造業
「人手不足の影響から少ない従業員で経営していたところ、今、従業
員が新型コロナウイルス感染症に罹患すると、工場の稼働を止めざる
を得ず、倒産の危機に直面する可能性がある。」

また、ヒアリングにおいて、親事業者による買いたたきなど不当な行為を
把握した場合には、下請法等に基づき、厳正に対処します。
上記はあくまで一例です。ヒアリングにご協力いただける場合は、下請
Gメンヒアリング担当までご連絡ください。

中部 052-589-0170
近畿 06-6966-6037
中国 082-224-5745 

四国 087-883-6423
九州 092-482-5450
沖縄 098-866-1755

または、中小企業庁 取引課 取引調査班 03-3501-3649

【お問合せ先】各経済産業局 下請Gメンヒアリング担当
北海道 011-700-2251
東北 022-217-0417
関東 048-600-0324
















